
鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金（以下「本補助金」という｡）の

交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、トワイライトエクスプレス瑞風、観光列車「あめつち」、観光列車「昭和」など（以

下「観光列車等」という。）の運行に合せたおもてなし環境整備を進めるとともに、観光列車等の運行

開始を契機として県内の鉄道路線や鉄道関連施設などを活用した観光素材の磨き上げ等による旅の魅

力づくりの取組を促進することにより、鳥取県ならではの鉄道の旅を創造することを目的として交付

する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の

額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金

額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をい

う。以下同じ。）を除く。）から、当該対象事業に伴う収入（本補助金を除く。）の額を控除した額に、

同表の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（同表の第５欄に定める額を限度

とする。）以下とする。 

３ 同一の事業実施主体が行う同種の事業に対する補助は、同一年度１回に限るものとする。 

４ 本補助金とは別に県から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業につい

ては、補助対象としないものとする。 

５ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の

実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する２０日前までに観光交流局観光戦略課に提出する

ものとする。ただし、年度当初に開始する事業についてはこの限りではない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び

様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、 

 前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以 

 下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控 

 除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明ら 

 かになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以 

 下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に定めるもの以外の変更とする。 

(１)本補助金の増額を伴うもの 



(２)交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに行

わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止

の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年

度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で明

らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除

税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を

控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績

報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超

えるときは、様式第４号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対

応する額を県に返還しなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第８条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知

事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（雑則） 

第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、観光交流局観光

戦略長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月２３日から施行し、平成２９年度事業から適用する。 

 

 附 則 

この要綱は、平成３１年３月２９日から施行し、平成３１年度事業から適用する。 



別表（第３条関係） 

 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主

体 

３ 

補助対象経費 

４ 

補助率 

５ 

補助限度額 

 

鉄道の旅魅

力造成事業 

 

市町村、鉄

道事業者、

観光関係団

体 

・鉄道及び鉄道関係施設を

活用した観光メニュー又は

鉄道の旅を促進する観光メ

ニューの造成に必要な備品

等の購入や商品開発、ガイ

ド養成等に要する経費 

・ホームページ制作やパン

フレット作成、旅行会社へ

の訪問など、造成したメニ

ューの情報発信に必要な経

費 

(１)講師等謝金、旅費 

(２)需用費 

（消耗品費、印刷製本費等） 

(３)役務費（通信運搬費等） 

(４)委託料 

(５)使用料及び賃借料 

※鉄道及び鉄道関係施設を

活用した観光メニュー又は

鉄道の旅を促進する観光メ

ニューの造成は必ず実施す

るものとする。 

※委託費については、県内

事業者が実施するものに限

る。ただし、やむを得ない

事情で県内事業者への発注

が困難と県が認めた場合に

ついては、この限りではな

い。 

 

１／２ 
 

５００千円 



様式第１号（第４条、第７条関係） 
 

年度鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金 事業計画（報告）書 
 
１ 申請者 

申請者団体名及び
代表者名 

 
 

担当者名  

連絡先（電話番号）  

 
２ 事業の概要 

 
１ 事業目的 
 

２ 事業計画の内容 

 

３ 実施場所 

 

４ 実施期間 

 
５ その他参考となる事項 
  （誘客ルート・情報発信の方法、モニターツアーの実施等） 
 
６ 他の補助金の活用の有無（有・無） 
 ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてください。 
 ※「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助

金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 
 
７ 消費税の取り扱い（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 
 ※消費税の取り扱いについていずれかに○をしてください。 
 
８ その他 
 ※補助事業の内容が建設工事で補助対象となる建物に対し、過去に補助金を活用して整備した

実績がある場合は、当時の整備内容を記載してください。 
 ※また、今後、当該建物（設備、備品を含む）に他の補助金を活用する別の整備計画の予定が

ある場合はその内容を記載してください。 
 



様式第２号（第４条、第７条関係） 
 

年度鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金収支予算（決算）書 
 
 
 （収入の部）                                              （単位：円） 
 科   目 予 算 額 決 算 額 差引増減額 摘 要  

     

合 計     
※ 収入の内容を具体的（入場料収入、販売収入等）に記載すること。 

  
 （支出の部）                                                （単位：円） 
 科   目 予 算 額 決 算 額 差引増減額 摘  要  

     

合 計      
 
 



様式第３号（第５条関係） 
                                                         年  月  日 
 
 
         様 
 
                                                 職 氏 名    印 
 
 

◯◯年度鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金交付決定通知書 
 
 
  年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県鉄道の旅魅力造成支
援補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則
第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定し
たので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
（担当・連絡先 鳥取県観光交流局観光戦略課・電話番号０８５７－２６－７６３８） 
 

記 
 
１ 対象事業 
  本補助金の対象事業の内容は、申請書に記載されているとおりとする。 
２ 交付決定額等 
    本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更され

た場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
  （１）算定基準額  金        円 
  （２）交付決定額  金        円 
３ 経費の配分 

  本補助金の補助対象経費（申請書の収支予算書に記載された経費とする。以下同じ。）の配分は、

申請書に記載されているとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に

通知するところによる。 

４ 本補助金の額の確定 
  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金交付

要綱（平成２９年３月２３日付第２０１６０００１８９１９６号鳥取県観光交流局長通知。以下「要

綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更さ

れた場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 
５ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等については、規則及び要綱の規定に従わなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

  年  月  日 
 

 
 
  職氏名   様 
 
 
                    申請者 住所 
                        氏名         （印） 
                        （団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 
 

年度鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金仕入控除税額確定報告書 

 
 
   年  月  日付第    号で交付決定を受けた 年度鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金

に係る消費税等仕入控除税額について、鳥取県鉄道の旅魅力造成支援補助金交付要綱第７条第４項の規

定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 １ 鳥取県補助金交付規則第１８条第１項に基づく額の確定額 

    金          円 

 

 

 ２ 補助金の確定時に減額した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

    金          円 

 

 

 ３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

    金          円 

 

 

 ４ 補助金返還相当額（３－２）                                                           

    金          円 

 

 

  ※参考となる資料（確定申告書等）を添付すること 

 


